
連携支援計画の概要

事業目標

事業内容

食料システム法に基づく各種事業活動を促進し、令和7年度からの５年間で10件以
上の新たな食品ビジネスを創出するとともに、当該ビジネスにおける県産農林水産
物の使用量について、計画前半の令和9年度までに4t以上となることを目指す。

新たな食品ビジネス創出を目的としたYFPコンソーシアムを設立し、参画拡大を進
めるとともに、研修会や専門部会等において新たな食品ビジネス創出に向けた議論
を促進する。さらにビジネスを担う事業者マッチングの実施や専門家チームによる
相談体制の整備を行い、交流促進、新商品開発、加工技術研修、販路開拓、海外展
開支援などの多面的な事業化支援を実施することにより、県産資源の価値向上と持
続的な食産業の発展を図る。

計画のイメージ

実施時期
2026年２月～ 2030年３月

支援機関の名称 役割 支援機関の名称 役割

山形県 全体運営 やまがた食産業クラスター協議会 農と食のマッチング支援、展示
会・商談会出展支援

公益財団法人やまがた農
業支援センター

地域資源の活用に取り組む事業者
への支援

一般社団法人山形県国際経済振興
機構 輸出・海外販路開拓支援

山形県食品産業協議会 食品等事業者と大学・研究機関等
との連携促進等

2026年3月23日認定

連携支援事業者 山形県 連携支援事業

連携支援事業を共同で実施する者の役割分担
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